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第９回 伊万里市農業委員会会議 

 

 

１．日  時   令和２年９月４日（金） 

開会 午後３時００分 

閉会 午後３時２０分 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出  席   １３名 

 

４．欠  席    １名 

 

議席 氏  名 出席 議席 氏  名 出席 

１ 山口 友三郎 ○ ８ 前田 勉 ○ 

２ 池田 良一 ○ ９ 山口 光壽 ○ 

３ 鶴田 裕幸 ○ １０ 渕上 幸雄 ○ 

４ 吉村 幸夫 ○ １１ 松永 久美子 ○ 

５ 梅村 幸臣 ○ １２ 相良 安夫 欠 

６ 力武 正光 ○ １３ 堤 正樹 ○ 

７ 西山 哲 ○ １４ 副島 敏和 ○ 

 

 

議事録署名者   ４番  吉村 幸夫   

 

 １３番  堤 正樹    
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５．事務局職員 

職名 氏 名 職名 氏 名 

事務局長 野中 信守 農地係長 岩野 江利子 

書 記 犬塚 貴博   

 

６．その他出席者 

なし 

 

７．付議事項 

議案第３８号 農地法第５条の申請について        ４件 

議案第３９号 農地法第４条の申請について        ２件 

議案第４０号 農地法第３条の申請について        ４件 

議案第４１号 

農用地利用集積計画 

［農業経営基盤強化促進事業］について 

利用権設定 通年         ６件 

 農地中間管理事業         １件 

 

８．報告事項 

報告第１２号 
農地法第４条第１項第８号の規定による 

許可不要に係る届出について        １件 

報告第１３号 農地等の形質変更届出について       １件 

報告第１４号 非農地証明願いについて          １件 

報告第１５号 農地法第５条許可申請書の取下げについて  １件 

 

９．連絡事項 

なし 
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議長 みなさん、こんにちは。 

感染拡大防止のため、できる限り時間を短縮して行いたいと思い

ますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、ただいまより第９回農業委員会会議を開会します。 

本日の欠席者は相良委員です。 

 

次に、議事録署名人の御依頼を申し上げます。 

今回は４番 吉村幸夫委員、１３番 堤正樹委員です。 

事務局で作成する議事録が完成次第御署名をお願いします。 

 

本日の議案数は、４つです。 

議案第３８号 農地法第５条の申請について       ４件 

議案第３９号 農地法第４条の申請について       ２件 

議案第４０号 農地法第３条の申請について       ４件 

議案第４１号 農用地利用集積計画 

［農業経営基盤強化促進事業］について 

 利用権設定 通年           ６件 

        農地中間管理事業           １件 

               

また、報告事項は、４つです。 

報告第１２号 農地法第４条第１項第８号の規定による 

許可不要に係る届出について       １件 

報告第１３号 農地等の形質変更届出について      １件 

報告第１４号 非農地証明願いについて         １件 

報告第１５号 農地法第５条許可申請書の取下げについて １件 

となっております。  

議長 それでは、議事に入ります。 

議案第３８号 農地法第５条の申請について事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局 

 

 

 

議案第３８号 農地法第５条の申請４件について御説明します。 

議案の１ページ、３８番になります。 

図面は、１ページから６ページになります。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、○○○地区です。 

譲受人が、一般住宅建設のための申請です。 

 

農地区分は、第２種農地。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難な

場合は許可し得るに該当します。 

 

続きまして、議案の１ページ、３９番になります。 

図面は、７ページから１０ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

譲受人が、太陽光発電施設設置のための申請です。 

 

農地区分は、第３種農地。 

許可基準としましては、許可し得るに該当します。 

 

続きまして、議案の２ページ、４０番になります。 

図面は、１１ページから２０ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

譲受人が、○○○地区公民館を建築するための申請です。 

農地区分は、第３種農地。 

許可基準としましては、許可し得るに該当します。 

 

続きまして、議案の２ページ、４１番になります。 

図面は、２１ページから２５ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

譲受人が、車庫を建設するための申請です。 

 

農地区分は、第２種農地。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難な

場合は許可し得るに該当します。 

 

議案第３８号 農地法第５条の申請については以上４件です。  

議長 それでは、３８番について担当委員が欠席のため、事務局より説

明をお願いします。 
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事務局 一般住宅を建設するための転用です。市道に接続するためこのよ

うな区画になっています。 

雨水下水の排水につきましては、敷地内をとおり市道側溝及び公

共下水道へ接続する計画になっています。隣接する農業者の同意

また、地域の区長、生産組合長の承諾もとれており、担当農業委

員の確認印もありました。 

以上です。 

 

議長 ３８番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

続きまして、３９番について担当委員から説明をお願いします。 

 

○番委員 太陽光パネルの設置のための転用です。 

既存水路への排水を計画されています。 

区長、生産組合長の承諾印もありました。周辺農地の営農への影

響はないと思います。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

議長 ３９番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

続きまして、４０番について担当委員から説明をお願いします。 

○番委員 地区の公民館を新築するということで、地権者に相談したところ

了承を得られたとのことで、区長さんが説明にみえました。 

周りはほとんど住宅地になっているところです 

排水については、道路側溝及び公共下水道に接続されます。 

区長さん、生産組合長さんの承諾印もあり、周辺の営農に影響は

ないと思います。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

議長 ４０番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

続きまして、４１番について担当委員から説明をお願いします。 

 

○番委員 駐車場が不足するということで、自宅の前に車庫をつくるとのこ

とで、申請者が来られました。 
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○番委員 周辺農地所有者の同意も得られており、区長、生産組合長の承諾

もありました。 

 

水道施設は設置されません。雨水は既設の側溝へ排水されます。 

申請人から説明を受け、現地を確認したところ周辺営農への影響

はないと判断しておりますので、ご審議よろしくお願いします。 

 

議長 ４１番について、御意見、御質問はございませんか。 

 ＜なし＞ 

特に無いようですので、農地法第５条の申請 ４件について承認

を戴きましたので、許可相当として意見を付して県へ進達します。 

 

続きまして、議案第３９号 農地法第４条の申請について事務局

から説明をお願いします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３９号 農地法第４条の申請２件について御説明します。 

議案の３ページ、８番になります。 

図面は、２６ページ２８ページになります。 

 

申請地は、○○○地区と○○○地区です。 

申請人が、植林するための申請です。 

 

農地区分が混在しております。 

甲７３１番２と甲７３１番１は、農地区分が第３種農地。 

許可基準としましては、許可し得るに該当します。 

 

甲６７４番１、甲６７４番２、甲８０７番１、甲７４６番は、農

地区分が第２種農地。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難な

場合は許可し得るに該当します。 

なお、申請者の父親がすでに植林していたとして、始末書が添付

されております。 

 

続きまして、議案の４ページ、９番になります。 

図面は、２９ページから３２ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

申請人が、植林するための申請です。 
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事務局 農地区分は、第２種農地。 

許可基準としましては、周辺の他の土地に立地することが困難な

場合は許可し得るに該当します。 

なお、一部すでに植林しているとして始末書が添付されておりま

す。 

 

議案第３９号、農地法第４条の申請については以上２件です。 

 

議長 それでは農地法第４条申請 ８番について担当委員から説明をお

願いします。 

 

○番委員 もともとは、ミカン畑だったと聞いております。 

現地に行ってみますと、既に植林され３０年以上が経過している

ような状態でした。 

区長、生産組合長の印鑑もありました。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

議長 

 

８番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

続きまして、９番について担当委員から説明をお願いします。 

 

○番委員 申請者が高齢であり、後継者もいないため、植林して管理したい

とのことで説明がありました。周りはほとんどが原野化している

ような状態です。 

区長、生産組合長の印鑑もありました。周辺営農への影響はない

と思いますので、ご審議よろしくお願いします。 

 

議長 

 

９番について、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第３９号農地法第４条の申請２件につい

て承認を戴きましたので、県へ進達します。 

 

続きまして、議案第４０号 農地法第３条の申請４件について事

務局から説明をお願いします。 

 

事務局 議案第４０号 農地法第３条の申請４件について御説明します。 

議案は５ページ、６ページ、２８番から３１番になります。 
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事務局 申請事由や経営状況等を掲げております。全て農地法第３条第２

項の各号には該当しないため、全部効率利用要件、農作業常時従

事要件、下限面積要件、地域との調和要件を満たしております。 

 

議案第４０号 農地法第３条の申請については以上４件です。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

それでは、農地法第３条の申請については一括審議となっており

ますので、議案の５・６ページを見ていただき、御意見、御質問

がありましたら、お願いします。 

<なし> 

特に無いようですので、議案第４０号 農地法第３条の申請４件

については許可とします。 

 

続きまして、議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強

化促進事業]の利用権設定の通年についての説明を事務局からお

願いします。 

 

事務局 議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]

の利用権設定の通年６件について、御説明します。 

議案の７ページ、８ページに明細書を掲げておりますのでそちら

をご覧ください。 

今回は借受人が６名、貸付人が６名で、面積は田が１７，８５２

㎡、畑が５，３５０㎡です。利用目的、利用権設定期間、借賃な

どは明細書に記載しているとおりです。申出書を９ページから１

３ページに掲げております。 

 

農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]の利用権設定の

通年については以上６件です。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]

の利用権設定の通年６件について、御意見、御質問はございませ

んか。 

＜なし＞ 

無いようですので、議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営

基盤強化促進事業]の利用権設定の通年６件については申し出の

とおりに決定します。 

 

続きまして、議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強



9 

議長 化促進事業]農地中間管理事業について事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４１号 農用地利用集積計画[農地中間管理事業(集積計画

一括方式)]１件について御説明いたします。 

 

議案は１４ページになります。 

農用地利用集積計画書を１５ページに掲げております。 

 

貸付人から公社、公社から借受人への利用権設定となっています。 

面積は田が２，５６２㎡、貸付人１名、借受人１名となっており

ます。期間は１０年です。 

 

議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]

農地中間管理事業(集積計画一括方式)については以上１件です。 

 

議長 

 

 

議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営基盤強化促進事業]

農地中間管理事業について御意見、ご質問はございませんか。 

 <なし> 

無いようですので、議案第４１号 農用地利用集積計画[農業経営

基盤強化促進事業]農地中間管理事業１件については申し出のと

おりに決定します。 

 

議案についての審議は以上になりますので、続きまして報告事項

に移ります。 

 

報告第１２号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不要

に係る届出について、事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 報告第１２号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不要

に係る届出について御説明します。 

議案は１６ページ１番になります。 

図面は、３３ページから３６ページになります。 

申請地は、○○○地区です。 

申請人が農業用倉庫を建設するための届出になります。 

転用目的が農業用施設、自己所有農地で転用面積が２ａ未満であ

り、自己所有地であるため、農地法第４条の転用許可は不要とな

ります。すでに、建築されております。 
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事務局 報告第１２号 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不要

に係る届出については以上です。 

 

議長 それでは農地法第４条第１項第８号の規定による許可不要に係る

届出１番について担当委員から説明をお願いします。 

 

○番委員 宅地の横に、２００㎡以下の農業用倉庫が建っています。 

建築業者と一緒に現地を確認し、区長さん、生産組合長さんの同

意もありましたので、問題ないと判断しております。 

 

議長 農地法第４条第１項第８号の規定による許可不要に係る届出につ

いて、御意見、御質問はございませんか。 

＜なし＞ 

無いようですので、続きまして、報告第１３号 農地等の形質変

更届出について、事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 報告第１３号 農地等の形質変更届出について御説明します。 

議案の１７ページ、２番になります。 

図面は、３７ページから４１ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

切土をして、耕作しやすくするためということで、届出があって

おります。 

 

報告第１３号 農地等の形質変更届出については以上１件です。 

 

議長 それでは農地等の形質変更届出 ２番について担当委員から説明

をお願いします。 

 

○番委員 畑が少しあって、まわりは山です。 

傾斜になっているので、今回、計画のとおりに整備して管理しや

すくするとのことでした。区長、生産組合長の印鑑もあり、私も

問題ないと判断しました。 

 

議長 

 

 

 

農地等の形質変更届出について、御意見、御質問はございません

か。 

＜なし＞ 
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議長 無いようですので、続きまして、報告第１４号 非農地証明願に

ついて、事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 

 

報告第１４号 非農地証明願について御説明します。 

議案の１８ページ、１番になります。 

図面は、４２ページ、４３ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

昭和５１年頃、申請人の両親によって、隣接地の乙１７０３番１

にある自宅を、乙１７０５番２の農地に及ぶ形で増築されたもの

です。 

 

登記地目は畑、現況地目は宅地となっています。職員で現地確認

を行い、住宅が建っていることを確認し、建物の登記簿により、

２０年以上経過していることも確認できました。 

 

報告第１４号 非農地証明願については以上１件です。 

 

議長 非農地証明願について、御意見、御質問はございませんか。 

 

○番委員 転用して２０年以上経っていれば、転用はいらないのか？  

それで、非農地証明を出してよければ、２０年以上だまっておけ

ばいいということですね。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、転用申請を出していただくことが大前提となります。 

 

ただし、例外として、内規を定めて非農地証明を行う場合があり

ます。 

農振農用地以外の土地で、非農地化後２０年以上経過しており、

地籍調査が済んでいない、または、地籍調査後２０年以上経過し

ている地域については、非農地証明ができるとしています。 

非農地化後２０年以上経過していることを客観的に証明できる資

料の提出をお願いしています。 

 

今回、提出された資料で確認したところ、建物の登記がされたの

は昭和５１年で建てられてから４５年ほど経過しています。 

地籍調査は昭和６３年にされており、調査から３２年が経過して

いることが確認できました。 
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事務局 また、この土地は地籍調査後に錯語の理由で２回筆界が変更され

ていました。それによって地番はそのままで、地目が畑から宅地 

になって、その後また畑に変わっていました。 

以上のことから、非農地証明を行いました。 

 

○番委員 いや、２０年経ったら、非農地証明でいいのかなと思って 

事務局 今回のケースは、途中で地目が変わっていることもあり、無断転

用とも言い難いところもありまして、また、提出された書類で必

要事項が確認できましたので、非農地証明をしています。 

あくまでも、違反転用であれば転用申請をするように指導する必

要があります。 

 

○番委員 わかりました。 

 

議長 他にありませんか。 

＜なし＞ 

 

無いようですので、続きまして、報告第１５号 農地法第５条許

可申請書の取下げについて、事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 報告第１５号 農地法第５条許可申請書の取下げについて御説明

します。 

議案の１９ページ、１番になります。 

図面は、４４ページから４６ページになります。 

 

申請地は、○○○地区です。 

 

当申請については、今年の６月の農業委員会で承認され、許可相

当として、県へ進達したものになります。 

今回、譲受人の都合により農地法第５条許可申請を取下げられる

ものです。 

 

報告第１５号 農地法第５条許可申請書の取下げについては以上

１件です。 
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議長 報告第１５号 農地法第５条許可申請書の取下げについて、御意

見、ご質問はございましたらお願いします。 

 

○番委員 現地は、駐車場として使われているのではないですか？ 

畑ですか？ 

 

事務局 耕作はされていません。 

 

○番委員 そしたら、取り下げた後、駐車場として使用するのではないです

か？ 

 

事務局 それは、できません。取り下げ後は、耕作されるか保全管理され

るかになります。 

 

今回、取り下げ理由は、申請者である不動産業者が駐車場として

転用するのは許可が見込めないとのことがあって、取り下げされ

ました。 

この農地を駐車場として使用するためには、隣接する宅地を購入

した人が、駐車場として利用するために必要となった場合は転用

が見込めるようになります。 

 

議長 そのほか、ございませんか。 

＜なし＞ 

 

特に無いようですので、これで報告事項を終了します。 

これで、第９回の農業委員会会議を閉会します。 

 

 ＜＜＜議事終了＞＞＞ 

 


